
No. 事例

基-1 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数

基-2 国公費併用（小児慢性とこども医療）で同点数

基-3 国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担なし

基-4 国公費併用（指定難病と重度心身障害者医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり

基-5 国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり

基-6 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で同点数（高額あり）

基-7 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数（高額あり）

基-8 国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で同点数（高額あり・限度額認定あり）

基-9 国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で異点数（高額あり・限度額認定あり）

国-1 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数

国-2 国公費併用（小児慢性とこども医療）で同点数

国-3 国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担なし

国-4 国公費併用（指定難病と重度心身障害者医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり

国-5 国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり

国-6 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で同点数（高額あり）

国-7 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数（高額あり）

国-8 国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で同点数（高額あり・限度額認定あり）

国-9 国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で異点数（高額あり・限度額認定あり）

国-10 国公費併用（指定難病と高齢重度心身障害者医療）で同点数（高額あり）（後期）

国-11 国公費併用（指定難病と高齢重度心身障害者医療）で異点数（高額あり）（後期）

国-12 国公費併用（自立支援（更生医療）と高齢重度心身障害者医療）で同点数（高額あり・限度額認定あり）（後期）

国-13 国公費併用（自立支援（更生医療）と高齢重度心身障害者医療）で異点数（高額あり・限度額認定あり）（後期）

国-14 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で同点数（任意給付あり）

国-15 国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数（任意給付あり）
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基-1)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数
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診療報酬明細書（医科入院外） １ 医 科 １　社 ３　３　併 6　家　外

1

職務上の事由

- - 保険者番号

公費負担
者番号①

公費受給
者番号①

公費負担
者番号②

公費受給
者番号②

2

診
療
実
日
数

保
険 2氏

　
名

公
費
②

3,000 1,200

3,000

2,000

特記事項

公
費
①

2,000

保
　
険

総医療費 30,000

医療保険 21,000 30,000 ( 総医療費 ) × 0.7

療
養
の
給
付

一部負担金額

・福祉医療)

請　　　求 ※決　定

自立支援 4,000 20,000 ( 自立支援医療に係る医療費 ) × 0.3 － 2,000 (患者負担

※高額療養費 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

福祉医療 3,800 （30,000（総医療費）-20,000（自立支援医療に係る医療費））×0.3

             +2,000（21患者負担・福祉医療）-1,200（44患者負担）

患 者 1,200 1,200 ( 重度精神障害者医療患者負担 )

この事例は、医療保険と自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療との３者併用外来の

請求です。

福祉医療費助成事業は、国公費が給付する部分についても助成対象となるため、総点数の

点数と福祉医療費助成事業の点数が同じになります。

なお、国公費に係る患者負担についても、福祉医療費助成事業の対象となります。

公費①に 国公費を、公費②に福祉医療費助成事業
の負担者番号・受給者番号をそれぞれ記載します。
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基-2)国公費併用（小児慢性とこども医療）で同点数
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2

保険者番号

診療報酬明細書（医科入院外） １ 医 科

公費負担
者番号②

公費受給
者番号②

１　社

氏
　
名

-

2,000
公
費
①

2,000

総医療費 20,000

療
養
の
給
付

公
費
②

2,000

2,000

一部負担金額
保
　
険

請　　　求

福祉医療 2,000

患 者 0

2,000 （小児慢性患者負担）

小児慢性 4,000 20,000 (小児慢性医療に係る医療費) × 0.3 － 2,000 (患者負担)

20,000 (総医療費) × 0.7

※高額療養費 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

医療保険 14,000

0

この事例は、医療保険と小児慢性特定疾病医療とこども医療との３者併用外来の請求です。

患者負担がない場合は、一部負担金額欄に「0」を記載してください。

「３併」で請求します。
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基-3)国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担なし
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診療報酬明細書（医科入院外） １ 医 科 １　社 2　２　併 6　家　外

2

職務上の事由

- - 保険者番号

公費負担
者番号①

公費受給
者番号①

公費負担
者番号②

公費受給
者番号②

診
療
実
日
数

保
険 2氏

　
名

公
費
②

2,000

0

特記事項

公
費
①

2,000

保
　
険

総医療費 20,000

医療保険 14,000 20,000 (総医療費) × 0.7

※高額療養費 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

療
養
の
給
付

一部負担金額

福祉医療 0

患 者 0

請　　　求 ※決　定

小児慢性 6,000 20,000 (小児慢性医療に係る医療費) × 0.3

この事例は、医療保険と小児慢性特定疾病医療とこども医療との３者併用外来の請求です。

福祉医療費助成事業の請求が生じない為、2者併用での請求となります。

※３者併用の記載でも返戻はいたしませんが、２者併用として取り扱う内容です。

福祉医療費助成事業への請求が生じない
場合、公費負担者番号等は記載不要です。

「３併」ではなく、「２併」で請求します。
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基-4)国公費併用（指定難病と重度心身障害者医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり
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基-5)国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり
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基-6)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で同点数（高額あり）
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基-7)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数（高額あり）
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基-8)国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で同点数（高額あり・限度額認定あり）
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基-9)国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で異点数（高額あり・限度額認定あり）
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国-1)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数
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診療報酬明細書（医科入院外） １ 医 科
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者番号②

公費受給
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1
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保
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※決　定 一部負担金額

公
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②

3,000 1,200

自立支援 4,000 20,000 ( 自立支援医療に係る医療費 ) × 0.3 － 2,000 (患者負担

※高額療養費 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

療
養
の
給
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保
　
険

請　　　求

総医療費 30,000

医療保険 21,000 30,000 ( 総医療費 ) × 0.7

・福祉医療)

福祉医療 3,800 （30,000（総医療費）-20,000（自立支援医療に係る医療費））×0.3

             +2,000（21患者負担・福祉医療）-1,200（44患者負担）

患 者 1,200 1,200 ( 重度精神障害者医療患者負担 )

この事例は、医療保険と自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療との３者併用外来の

請求です。

福祉医療費助成事業は、国公費が給付する部分についても助成対象となるため、総点数の

点数と福祉医療費助成事業の点数が同じになります。

なお、国公費に係る患者負担についても、福祉医療費助成事業の対象となります。

※精神通院に係る上限額管理票は本来の受給者負担額である「2,000円」を記載してください。

公費①に 国公費を、公費②に福祉医療費助成事業
の負担者番号・受給者番号をそれぞれ記載します。

（＊結核、精神通院に係る任意給付のある保険者は除きます）
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国-2)国公費併用（小児慢性とこども医療）で同点数
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公費受給
者番号②

診
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数

2,000

公
費
①

2氏
　
名

特記事項

2

職務上の事由 2

保
険

2,000 2,000

※決　定 一部負担金額

公
費
②

2,000 0

小児慢性 4,000 20,000 (小児慢性医療に係る医療費) × 0.3 － 2,000 (患者負担)

※高額療養費 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

療
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保
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請　　　求

総医療費 20,000

医療保険 14,000 20,000 (総医療費) × 0.7

福祉医療 2,000 2,000 （小児慢性患者負担）

患 者 0

この事例は、医療保険と小児慢性特定疾病医療とこども医療との３者併用外来の請求です。

患者負担がない場合は、一部負担金額欄に「0」を記載してください。

※小児慢性に係る上限額管理票は本来の受給者負担額である「2,000円」を記載してください。

「３併」で請求します。

（＊結核・精神通院に係る任意給付のある保険者は除きます）
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国-3)国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担なし
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2,000 0

※決　定 一部負担金額
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②

小児慢性 6,000 20,000 (小児慢性医療に係る医療費) × 0.3

※高額療養費 ※公費負担点数 点 ※公費負担点数 点

療
養
の
給
付

保
　
険

請　　　求

総医療費 20,000

医療保険 14,000 20,000 (総医療費) × 0.7

福祉医療 0

患 者 0

この事例は、医療保険と小児慢性特定疾病医療とこども医療との３者併用外来の請求です。

福祉医療費助成事業の請求が生じない為、2者併用での請求となります。

※３者併用の記載でも返戻はいたしませんが、２者併用として取り扱う内容です。

福祉医療費助成事業への請求が生じない
場合、公費負担者番号等は記載不要です。

「３併」ではなく、「２併」で請求します。

（＊結核・精神通院に係る

任意給付のある保険者は除きます）
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国-4)国公費併用（指定難病と重度心身障害者医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり
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国-5)国公費併用（小児慢性とこども医療）で福祉医療助成なし、患者負担あり
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国-6)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で同点数（高額あり・限度額認定あり）
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国-7)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数（高額あり・限度額認定あり）
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国-8)国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で同点数（高額あり・限度額認定あり）
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国-9)国公費併用（小児慢性と乳幼児医療）で異点数（高額あり・限度額認定あり）

*本来保険単独分として窓口負担する額57,600円から法別52の一部負担金額10,000円を引いた額に

なります。
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国-10)国公費併用（指定難病と高齢重度心身障害者医療）で同点数（高額あり）（後期）

※指定難病に係る上限額管理票は本来の受給者負担額である「５,000円」で記載してください。
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国-11)国公費併用（指定難病と高齢重度心身障害者医療）で異点数（高額あり）（後期）

*本来保険単独分として窓口負担する額18,000円から法別54の一部負担金額5,000円を引いた額になります。
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国-12)国公費併用（自立支援（更生医療）と高齢重度心身障害者医療）で同点数（高額あり・限度額認定あり）（後期）
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国-13)国公費併用（自立支援（更生医療）と高齢重度心身障害者医療）で異点数（高額あり・限度額認定あり）（後期）

*本来保険単独分として窓口負担する額8,000円から法別15の一部負担金額2,500円を引いた額になります。
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国-14)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で同点数（任意給付あり）

この事例は、医療保険と障害者自立支援医療（精神通院）と重度精神障害者医療との３者併用外来の請求です。

障害者自立支援医療（精神通院）の一部負担金２，０００円は医療保険の任意給付となり、 福祉医療費助成事業の

請求が生じない為、２者併用での請求となります。

任意給付のある保険者（精神通院）

＊兵庫県下では

相生市、赤穂市、福崎町、神河町
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国-15)国公費併用（自立支援（精神通院）と重度精神障害者医療）で異点数（任意給付あり）

任意給付のある保険者（精神通院）

＊兵庫県下では

相生市、赤穂市、福崎町、神河町
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